
令和4年12月21日（水）

介護職員処遇改善支援補助金
～実績報告書作成方法～



令和4年12月中旬から介護職員処遇改善支援補助金の実績報告書の提出が開始されます。
提出期日は、1月31日までですが、都道府県によって期日が異なりますため都道府県HPより
ご確認ください。
尚、提出方法もあわせてご確認をお願いします。
専用の電子フォームから報告書を提出するケースもございます。

～はじめに～

施設のメールに都道府県からお知らせが届いていると思い
ますが、左記の検索方法で詳細を確認することもできます。

大阪府は、電子フォームから実績報告書（EXCEL）を
アップロードして報告。
東京都は、電子フォームに実績報告を入力するなど
都道府県によって提出方法が様々です。



（作成手順）

①「基本情報入力シート」の入力 ⇒ ②（参考）補助金様式3-2の入力 ⇒ ③（参考）補助金様式3-1の入力

① 都道府県名を入力

② 法人情報の入力

① 基本情報入力シート

③ 事業所情報の入力
※総合事業も運営している場合は、
2列目に入力すること



② （参考）補助金様式3-2の入力

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧

① 現在算定している処遇改善加算の区分を選択してください。
② サービス毎の処遇改善支援補助金の総額を入力してください。
③④ 賃金改善実施期間（R4.2～9 or R4.4～11）の賃金総額の入力
※その他の職種（管理者、生活相談員、機能訓練指導員など）

介護職員+α 多職種兼務の場合は、介護職員に含めて頂いても問題ありません。
※賃金総額には補助金（⑤+⑦）を含める。



② （参考）補助金様式3-2の入力

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧

⑤(f-1) ⇒ 介護職員に支給した補助金の総額を記入
⑥(f-2) ⇒ (f-1)で支給した額の内、ベースアップで支給した総額を記入
⑦(g-1) ⇒ その他職種に支給した補助金の総額を記入
⑧(g-2) ⇒ (g-1)で支給した額の内、ベースアップで支給した総額を記入
※Point ⑤(f-1)と⑦(g-1)の合計額は②介護職員処遇改善支援補助金の総額よりも上回る額にすること

上表でいくと、②180,000円 ＜ ⑤+⑦190,000円となる。



③（参考）補助金様式3-1の入力

① 基本情報入力シートを入力すると自動反映されます。



黄色の箇所のみ入力する。

③（参考）補助金様式3-1の入力

別紙様式3-2を入力すると自動反映される。

補助金入金前に賃金改善を実施している場合は、R4.2～9
補助金入金後に賃金改善を実施している場合は、R4.4～11

別紙様式3-2を入力すると自動反映される。
①介護職員処遇改善支援補助金の総額(h)よりも上回る額になること
②別紙様式3-2の(f-1）+(g-1）の額と同じになること

介護職員処遇改善支援補助金の計画書内の
「ⅱ）令和３年における賃金改善実施期間に相当する期間の
介護職員等の賃金の総額【基準額】」を転記する。

ベースアップで補助金の2/3を満たさない支給になると
要件Ⅱが「×」となるため留意すること


